
○まちづくり推進交付金交付要綱 

令和７年４月１日 

告示第 ２３ 号 

 

まちづくり推進交付金要綱（令和２年告示第２７号）の全部を改正する。 

 

第１ 趣旨 

第６次江差町総合計画前期基本計画及び第２期江差町まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間中、新

型コロナウイルス感染症の拡大により、計画で掲げた「地域の雇用創出」「産業基盤の強化」「交流人

口・関係人口の増加」「地域の活性化」などの事業は大きく制約されたことをうけ、新たに策定する第

６次江差町総合計画後期基本計画及び江差町デジタル田園都市構想総合戦略（以下「後期基本計画等」

という。）においても、これらの取り組みについて引き続き推進することとしている。 

加えて、後期基本計画等では、人口減少がさらに進む中でもデジタル技術の活用や多様な主体との連

携を強化し、「みんなでつくる自分たちごとのまちづくり」に資する取り組みを持続、発展させていく

ことが重要であり、これらの目的を達成するための各種事業に対し、予算の範囲内において交付金を交

付するまちづくり推進交付金（以下「交付金」という。）の交付について、江差町補助金等交付規則

（昭和５４年江差町規則第１号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 交付対象事業及び交付対象者 

交付金の対象となる事業及び対象者は、次のとおりとする。 

なお、この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き店舗等 町内の現に営業をしていない又は営業を廃止する予定の店舗、事務所、倉庫（共

用住宅において、住宅部分に居住している場合を含む。）若しくは、空き家（今後、空き家になる

予定の住宅も含む）。 

(2) 個人  町内に住所を有する個人。 

(3) 団体等 町内に法人格を有している団体（支社、営業所等も含む。）又は法人格を有していな

い２人以上で構成され２０歳以上の代表者を置く町内の団体（支部等も含む。）。 

区分 事業名 事業内容 交付対象 

ソフト

系事業 

地域交流推進

（紡ぐ）事業 

町内で行う交流の推進を目的とした事業で、

日本遺産、美しい村連合、文化、教育、まち

づくり等に寄与する事業。 

個人又は団体等 

ふるさと納税拡

大事業 

ふるさと納税の寄附増額を目的に、新規返礼

品の開発、既存返礼品の改良・高付加価値

化、生産体制強化等に取り組む各種事業。 

ＤＸ推進事業 人口減少社会に対応した事業の維持・発展を

目的にデジタル技術を活用してサービス向

上、業務の省力化、効率化、自動化等、新た

に取り組む各種事業。 

空き店舗等活用

促進事業 

空き店舗等を活用して起業、創業するための

空き店舗等借上げ。ただし、事業の用に供す

る部分に限る。 

個人又は団体等で起業し

ようとするもの、又は開

業後３か年以内のもの 



ハード

系事業 

空き店舗等再生

促進事業 

空き店舗等を活用して起業、創業するための

空き店舗等の改修。ただし、事業の用に供す

る部分に限る。 

個人又は団体等で、年度

内に改修工事が完了する

ものであって、次のいず

れかに該当するもの。 

（1）当該工事完了日から

起算して１か月以内に開

業するもの 

（2）既に開業している場

合において、町長が特別

に認めるときは、開業後

３か年以内のもの 

 

 

第３ 交付金の限度額、単位及び交付率 

交付金の限度額、単位及び交付率は、次のとおりとする。 

区分 事業名 交付金の額 

上限額 下限額 単位 交付率 

ソフト

系事業 

地域交流推進

（紡ぐ）事業 

５０万円 ３万円 千円 

※千円未満は

切り捨てる

ものとする 

50／100以内 

ただし、令和２年度以降に地域交

流推進（紡ぐ）事業を活用して実

施した事業のうち、同様の事業と

認められる場合については30/100

以内とする。 

空き店舗等活

用促進事業 

（月額） 

１０万円 

（月額） 

１万円 

50／100以内 

ふるさと納税

拡大事業 

１００万円 ５万円 65／100以内 

ＤＸ推進事業 ３０万円 １万円 50／100以内 

ハード

系事業 

空き店舗等再

生促進事業 

３００万円 ５０万円 万円 

※万円未満は

切り捨てる

ものとする 

50／100以内 



２ 次の表に掲げる加算条件に該当する場合は、前項に規定する交付率に同表の右欄に掲げる加算率を

加算するものとする。 

区分 事業名 加算条件 加算率 

ソフト

系事業 

地域交流推進

（紡ぐ）事業 

地域交流推進（紡ぐ）事業のうち、江差町の日本遺産構成文

化財の普及伝承を目的の１つとして実施する事業で、下記３つ

の条件をすべて満たすもの。 

①日本遺産構成文化財が事業内容に含まれていること。 

②日本遺産構成文化財を説明する内容が事業に含まれて 

いること。 

③チラシ等の広報宣伝媒体に日本遺産のロゴを入れること。 

10／100 

 

３ 空き店舗等活用促進事業の交付金の交付は、12か月とする。 

４ ＤＸ推進事業の対象経費のうち継続的に発生する月額経費（ソフトウェア利用料等）に係る交付金 

の交付は、12か月とする。 



第４ 交付対象経費 

交付金の交付の対象となる経費は、交付対象事業に要する経費（以下「対象経費」という。）とす

る。ただし、消費税及び地方消費税は対象経費に含めないものとする。 

また、次の表の左欄に掲げる経費については、原則として対象外経費とするが、同表の右欄に掲げる

経費については、対象とすることができる。 

区分 対象外経費 例外的に対象とすることができる経費 

ソフト系

事業 

賃金 ― 

食糧費 ― 

原材料費 事業の実施に必要不可欠な原材料に要する経費と認められる場合 

備品購入費 事業の実施に必要不可欠な備品に要する経費と認められる場合 

用地取得費 ― 

工事請負費 ― 

その他町長が不適

当と認める経費 

― 

ハード系

事業 

事務費、調査費及

び設計管理費 

― 

施設撤去費 改修事業等に関連し、必然的に発生し、整備する施設の工事に直接関

わる経費 

造成費 

（整地費含む。） 

― 

用地取得費及び建

物取得費 

― 

備品購入費 実施事業の目的を達成するため、又は施設等の機能を有効とするため

に必要不可欠と認められる備品購入若しくは改修工事と一体として整

備される備品で、改修される施設と一体不可分な機能を有するものの

購入費（ただし、耐用年数が５年以上のものに限る。） 

その他町長が不適

当と認める経費 

― 

２ 前項にかかわらず、交付対象者又は交付対象者の３親等以内の親族に支払う経費は対象外とする。 

 

第５ 交付金額の算定 

交付金額の算定は、交付対象経費から売上金や協賛金、及び他団体からの補助金、その他収入がある

場合は、これらの収入を控除した額に交付率を乗じて得た額の範囲内とする。 

 



第６ 交付申請及び交付決定等 

交付金の交付を受けようとする者は、次に掲げる関係書類等を事業を行う年度の１月３１日（土日祝

日にあたる場合は、直前の開庁日）までに町長に提出しなければならない。 

(1) まちづくり推進交付金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第１号様式（その１）） 

(3) 事業予算書（第１号様式（その２）） 

(4) 法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書の写、直近２ヵ年の法人の決算書類、納税証明書等 

(5) 団体の場合は、規約又は構成員がわかる書類の写 

(6) 振込先が確認できる通帳等の写し 

(7) その他、町長が必要と認める書類 

２ 次の表の左欄に掲げる事業については、前項に規定する書類のほか、同表の右欄に掲げる書類を提

出しなければならない。 

事業名 提出書類 

ふるさと納税拡大事業 ふるさと納税拡大事業 寄附計画書及び同意書（別記様

式） 

空き店舗等活用促進事業 （1）資金収支計画書（別記様式） 

（2）賃貸借契約書 

（3）次に揚げる営業実態が確認できる書類のいずれかの 

写し 

ア 個人事業の開業届出書 

イ 確定申告の収支内訳書 

ウ 業種に係る許可証・免許証（写） 

空き店舗等再生促進事業 （1）資金収支計画書（別記様式） 

（2）空き店舗改修計画書（別記様式） 

（3）図面 

（4）見積書 

（5）個人の場合は、金融機関が発行する直近１カ月以内 

の残高証明書の写 

３ 町長は、前２項による関係書類を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の

交付決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 

４ 同一交付対象者による同一事業への交付申請は、同一年度内に１回を限度とする。 

５ ふるさと納税拡大事業は、当該事業を活用して開発した返礼品（以下「当該返礼品」という。）の

寄附受付を開始する日から起算して12か月間の寄附実績額（以下「年間の寄附実績額」という。）が 

 確定しない場合、当該事業を活用して新たに交付申請することはできない。ただし、当該返礼品の寄

附実績額が前表の「ふるさと納税拡大事業 寄附計画書及び同意書（以下「寄附計画書等」とい

う。）」で掲げる年間の目標寄附額を上回る場合は、この限りではない。 

６ ふるさと納税拡大事業は、次に掲げる各号のいずれかの要件を満たす場合、年間の寄附実績額が確

定する年度及びその翌年度において、当該事業を活用し新たに交付申請することはできない。 

ただし、天災、原材料の高騰、ふるさと納税制度の変更等、申請者の責めに帰さない事由に該当す

る場合は、この限りではない。 

 （1）年間の寄附実績額が、寄附計画書等で掲げる年間の目標寄附額の50％未満の場合。 

（2）年間の寄附実績額が、寄附計画書等で掲げる年間の目標寄附額の50％以上100％未満の場合及び 

ふるさと納税出品用として、寄附計画書等で掲げる年間の目標寄附件数分の数量を確保できなか 

った場合。 



第７ 実績報告 

交付金の交付の決定を受けた団体等は、事業が完了した場合、速やかに次に掲げる書類を町長に提出

しなければならない。 

(1) 交付金事業等実績報告書（第２号様式） 

(2) 事業報告書（第２号様式（その１）） 

(3) 事業精算書（第２号様式（その２）） 

(4) 領収書又は支出を証明する書類 

(5) その他、町長が必要と認める書類 

２ 次の表の左欄に掲げる事業については、前項に規定する書類のほか、同表の右欄に掲げる書類を提

出しなければならない。 

事業名 提出書類 

空き店舗等活用促進事業 資金収支実績報告書（別記様式） 

空き店舗等再生促進事業 （1）資金収支実績報告書（別記様式） 

（2）次に揚げる営業実態が確認できる書類のいずれかの写し 

ア 個人事業の開業届出書 

イ 確定申告の収支内訳書 

ウ 業種に係る許可証・免許証（写） 

（3）空き店舗改修計画（実績）書 

 

第８ その他 

この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行し、令和12年３月３１日にその効力を失う。 

  附 則（令和８年告示第35-1号） 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


